
なぜ、外国人雇用を考えるのでしょうか？

人手不足

・採用が難しい
・人材確保が追いつかない
・将来の担い手不足

単なる人手不足対策ではなく

人材の定着
多様な価値観を活かす職場づくり
自社の未来への基盤づくり

につながる取り組みです

「今日は “安心して長く働いてもらう”視点でお話します。」
とまと社労士オフィス
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本日の内容

①外国⼈を雇⽤したら行う⼿続きや届出

②トラブル事例と初期対応

③外国⼈雇⽤に関する助成⾦や補助⾦の最新情報



１．外国⼈を雇⽤したら行う⼿続きや届出
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雇用契約書の締結

労働・社会保険の取得

ハローワークへの届出

Phase１：入社時

労働条件の遵守

健康診断の実施

Phase２：就労中

労働・社会保険の喪失

脱退一時金の説明（帰国時）

ハローワークへの届出

Phase３：退職時

外国人雇用も基本は同様。適切な手続きと丁寧な労務管理が、トラブル予防の第一歩



採用の際に必ず行う実務（労働条件通知と契約）

最低賃金法等の定めるところにより最低賃金額以上の賃金を支払うことはもとより、基本給、割増賃金等の賃金について、法
令で別段の定めがある場合又は労使協定が締結されている場合を除き、全額を支払うこと。また、労使協定に基づき食費、居
住費等を賃金から控除する場合等については、その額について、実費を勘案し、不当な額とならないようにすること。

★賃金の支払いについて

ポイント
契約期間定めのある雇用の場合には
「退職手当の有無」「賞与の有無」「昇給の有無」「雇用相談窓口」の明示が必要
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脱退一時金はいくら？

被保険者であった期間の平均標準報酬額 × 支給率（0.5～5.5）

例：・平均標準報酬額：200,000円
・納付済期間：2019年9月～2022年9月（36カ月）
・支給率：3.3

上記に計算式を適用します。
200,000 × 3.3 = 660,000円

さらに、ここから20.42％の所得税が源泉徴収され（この例では134,772円）、差額が支払われます。所得税は、後日、還付申
告することで、払い戻しを受けることができます。
差し引かれた所得税は後日、日本国内の代理人（納税管理人）を通して、日本の税務署に払い戻しの請求（還付請求）をす
ることができます。

※脱退一時金の請求書は日本を出国する前に年金事務所で受け取り渡してください。また、日本年金機構のＨＰには14か
国語での案内があります。出国後、必要書類を添付して日本年金機構へ送付提出となります。

※日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある方については、一定の要件のもと年金加入期間を
通算して、日本および協定相手国の年金を受け取ることが出来る場合があります。ただし脱退一時金を受け取ると期間通
算が出来なくなるので注意が必要です。
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確実に行うべき「入社・退職」の手続き

□外国人雇用状況の届出（ハロー
ワークへ：入社翌月10日/末日ま
で）

□マイナンバーの確認（住民票記載
で代用可能）

□外国人労働者が10人以上の場合
は「雇用労務責任者」の選任

入社（Entry）

□外国人雇用状況の届出（離職時）

□資格確認証（けんぽ）、貸与品の
回収、社宅退去手続き

□求められた場合は「退職証明書」
の交付

退職（Exit）

全ての外国人労働者（アルバイト含む）について、ハローワークへの届出が義務付けられています
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外国人雇用・労務管理のポイント

・最低賃金額以上の賃金を支払うとともに、基本給、割増賃金等の賃金について全額を支払うこ
と。

・労使協定に基づき食費、居住費等を賃金から控除等する場合等については、控除額は実費を勘
案し不当な額とならないようにすること。

★賃金の支払いについて

•法定労働時間等の上限規制遵守、週休日の確保をはじめ適正な労働時間の管理を行うとともに、
時間外・休日労働の削減に努めること。

•労働時間の状況の把握に当たっては、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切
な方法によるものとすること。

•労働基準法等の定めるところにより、年次有給休暇を与えること。時季を定めることにより与
える際には、外国人労働者の意見を聴き、聴取した意見を尊重するよう努めること。

★適正な労働時間等の管理

•外国人労働者の旅券、在留カード等を保管しないようにすること。また、退職の際には、労働
基準法の定めるところにより当該労働者の権利に属する金品を返還すること

★金品の返還等
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外国人雇用・労務管理のポイント

•事業の附属寄宿舎に外国人労働者を寄宿させる事業主は、労働基準法等の定めるところにより、
寄宿舎について換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置そ
の他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講ずること。

★寄宿舎について

・安全衛生教育を実施するに当たっては、母国語等を用いる、視聴覚教材を用いる等、当該外国人
労働者がその内容を理解できる方法により行うこと。特に、使用させる機械等、原材料等の危険
性または有害性およびこれらの取扱方法等が確実に理解されるよう留意すること。

★安全衛生教育の実施

•外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日
本語および基本的な合図等を習得させるよう努めること。

•事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用いる等、外国
人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めること。

★労働災害防止のための日本語教育等の実施

•労働安全衛生法等の定めるところにより、健康診断、面接指導および心理的な負担の程度を把握
するための検査を実施すること。

★健康診断の実施等
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２．トラブル事例と初期対応
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外国人の方への人事・労務説明例文集

例文イメージ

P55-56.pdf


３．助成⾦と支援制度
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その他の支援制度

浦添市外国人人材受入れ支援事業補助金（介護事業所向け）

介護分野の外国人人材受入れに伴う負担軽減を支援

●対象：浦添市内の介護サービス事業所・法人
●補助額：1人あたり月額5,000円（年間最大6万円）
●支給期間：最大3会計年度
●申請予定：令和8年10月頃（予算到達で終了）
●主な書類：交付申請書・事業概要調書・実績報告書

なはし外国人材受入環境整備支援助成金

外国人材と日本人従業員・地域住民との相互理解を深め、外国人材の定着促進と
地域企業の維持・成長につなげる取組を支援します

●対象：那覇市内の中小企業・個人事業主、登録支援機関、外国人雇用支援団体
●対象事業：交流会・地域活動・異文化理解研修・沖縄文化体験・語学講座など
●助成率：総事業費の 2／3以内
・単独実施 上限10万円 ・共同実施 上限20万円 ・地域住民参加あり 上限30万円

●募集期間：令和8年4月22日～令和9年1月29日（※予算到達で受付終了）
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さいごに

“人手が足りないから”に加え、

“自社の未来に必要だから”という視点で

外国人雇用を考えてみてください

今日お伝えした労務管理や制度設計の視点は、

まさに“トラブル予防と定着”の要です。

“グローバルな職場づくり”

のスタートとして、そのヒントが、

少しでもあれば幸いです
とまと社労士オフィスオフィス
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